
当院では、厚生労働省の定める「情報通信機器を用いた診療に係る基準」に基づき、オンライン診療（電話・ビデ

オ通話などによる診療）を実施しています。

オンライン診療は、対面診療と同等の安全性と有効性を確保するため、以下の体制を整えた上で提供しています。

● 初診・再診の区別や病状に応じて、医師の判断により適切に実施します

● 医師が必要と認めた場合には、対面での診察をお願いすることがあります

● 診療内容や通信の状況によっては、十分な診療が行えない可能性があることをご理解ください

● 個人情報保護の観点から、通信のセキュリティには十分配慮しております

オンライン診療をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
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